
 
 

令和３年２月１７日 
 

「第１８回文化庁文化交流使フォーラム」の開催 
～日本の心を世界に伝える～ 

（文化庁「文化交流使」活動報告会） 
 

 
 
 
 
１． 日程 

令和３年３月１０日（水）１４：００～１６：４０ 
 

２． 開催形式 
オンライン（ライブ配信） 
※イイノホールでの開催となりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、来場は

プログラム関係者のみとさせていただいております。 
 

３． 出演者 ※敬称略，５０音順 
【文化交流使】 

黒
くろ

田
だ

 鈴
れい

尊
そん

（尺八奏者） 
清
し

水
みず

 利
とし

仲
なか

（両口屋菓匠 取締役顧問） 
田
た

村
むら

 圭
けい

吾
ご

（京料理 萬重若主人，全国芽生会連合会 監事） 

中村
なかむら

 京蔵
きょうぞう

（歌舞伎俳優） 

三谷
み た に

 純
じゅん

（筑波大学 教授） 

森
もり

 隆
たか

宏
ひろ

（盆栽師）  
 
【モデレーター】 

  鶴田
つ る た

 真由
ま ゆ

（女優） 
 

３． ライブ配信視聴申込方法 
視聴をご希望の方は、下記 URL より事前にお申込みください。申込された方へ視聴案内を

メールにてお送りいたします。 
【申込 URL】 https://culturalenvoy.jp/ 
【申込受付】  令和３年３月８日（月）正午まで 
 
 

文化庁では，平成１５年度から，芸術家，文化人等，文化に携わる人々を「文化交流使」に

指名し，世界の人々の，日本文化への理解の深化につながる活動や，外国の文化人とのネット

ワークづくりにつながる活動を展開しています（別紙１参照）。この度，令和元年度に世界各

国へ派遣された「文化交流使」６名が，海外で行った実演やワークショップ等の活動やその成

果について報告を行う「第１８回文化庁文化交流使フォーラム」を，下記のとおりオンライン

にて開催いたしますので，お知らせいたします。 



＜担当＞ 文化庁文化経済・国際課 

国際文化交流室長：鈴木 律子（内線 3153） 

国際文化交流室専門官：徳留 丈士（内線 3167） 

電話：03-5253-4111(代表) 03-6734-3110(直通) 

F A X：03-6734-3816 

４． 取材申込方法 
会場にて取材を希望される場合は、別紙２の取材申込書にて３月９日（火）１５：００ま

でに、メールまたは FAX でお申込みください。 
 
 



【別紙１】 
 

文化庁文化交流使事業について（概要） 

（Japan Cultural Envoy） 
 

 

【目的・趣旨】 

諸外国における日本文化への理解や日本と諸外国の芸術家・文化人等の連携協力を促進

し，もって国際文化交流の振興を図るため，文化庁では，平成１５年度より，芸術家，文

化人，研究者等，文化に携わる人々を一定期間諸外国へ派遣する「文化庁文化交流使事業」

を実施している。 

 

【事業の概要】 

「文化交流使」の活動の概要は以下のとおり。 

①概要 

芸術家・文化人等を海外へ派遣し，実演，実技指導，講演，講義，上映，展示，共同

制作，情報交換等を行う。 
芸術家・文化人等には，複数の芸術家・文化人等で構成された１組の文化交流使とみなすこ

とがふさわしいと文化庁が判断したものも含まれる。 

②指名期間 

  原則として１か月以上１２か月以内（最長１年） 
 ※１か月につき８回以上，文化交流使としての活動を行う。 

③文化庁の負担 

  交通費，現地滞在費（定額の宿泊費と日当），現地での活動経費（活動期間に応じた定 

額の謝金）等 
 

【活動実績】 

平成１５年度から令和元年度までに，延べ１４３名と２６組（団体）の文化交流使が世

界８８か国以上で活動を行った。 
※実績は，現地滞在者型（平成１５年度～平成２１年度）及び短期指名型（平成２０年度～２５年

度）を含む。 

 

【「文化交流使」の指名手続】 

「文化交流使」は，「文化交流使」事業委員会※の推薦を経て，文化庁長官によって指名

される。 
（※「文化交流使」事業委員会は，「文化交流使」事業の適正・効率的な執行を担保するため，

文化庁長官の下に置かれる委員会で，学識経験者，関係行政機関等から構成される。） 



【別紙２】 

 
 

「第１８回文化庁文化交流使フォーラム」 
取材申込書 

 

 

１．日時 

令和３年３月１０日（水）１４：００～１６：４０ 

 

２．会場 

イイノホール 

 （東京都千代田区内幸町２－１－１ 飯野ビルディング４階） 

 

３．取材申込方法 

会場取材を希望される場合は，必要事項を明記の上、３月９日（火）１５：００ 

までに、下記担当までメールまたはＦＡＸでお申し込みください。 

 

 

               ＜取材申込先＞ 

               文化庁文化経済・国際課国際文化交流室 

専門官   徳留 丈士 （内線 3167） 

振興係員  成山 玲子 （内線 3110） 
電話:  03-5253-4111(代表) 03-6734-3110(直通) 
FAX:   03-6734-3816 
メール: int-culturalexchange@mext.go.jp 

 

 

【取材内容記入欄】 

■ ご所属 

 

 

■取材内容に✓を付けてください。 

□ カメラ 

動画  台 ／ スチール  台 

□ ペン 

□ その他（個別取材などを御希望の場合

は，取材対象者を御記入ください。） 

 

 

 

 

■ご担当者名及びご連絡先（TEL またはメール） 

（全ての方のお名前を記入してください。） 

 

 

 

 

 

 





 


